
福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業要領 

 

（目的） 

第１条  本要領は、県内の団体等が、家畜とのふれあいを通じ、畜産への理解を深めると

ともに、地域の教育施設（学校・児童館等）と連携して家畜を活用した情操教育を

行う等、次の各号に繋がる事を目的とする取り組みに対して、福井県畜産試験場（以

下「畜産試験場」という。）の「なかよしとんがり牧場」で飼養する家畜を貸出すこ

とについて必要な事項を定める。 

  （１）家畜とのふれあいを通じ、家畜への親しみと理解を深めること 

  （２）家畜を使った情操、癒し等を目的とした教育活動等を行うこと 

  （３）地域の景観や農地保全を図ること 

 

（貸出対象者） 

第２条  前条の家畜等の貸出を受けることができる者（以下、借受者）は、前条の目的に

沿う、次の各号に掲げる者とする。 

（１） 営利を目的としない事業を行う、県内に所在地がある団体または個人 

（２）その他、畜産試験場長が認める団体や個人等 

 

（貸出家畜等） 

第３条  貸出を行う家畜等は、次の各号に掲げるものとする。ただし貸出する家畜の種類、

頭数および期間については、畜産試験場のふれあい業務に支障のない範囲内である

こととし、その都度、畜産試験場と協議する。また、家畜の性質上、１か所あたり

２頭以上での貸出とする。 

（１） 山羊 

（２） めん羊 

   ２ イベント等での時間単位の貸出については、動物福祉に配慮するため、輸送時

間を含めて４時間程度を限度とし、原則、畜産試験場職員が付き添うものとす

る。 

 

（事業計画の事前協議および飼育予定場所の確認） 

第４条  借受者は、事前に事業計画および飼育場所や管理方法について畜産試験場と協議

するものとする。畜産試験場は、それらの内容を検証、確認し不適と判断した場合は

貸出を行わないものとする。 

 

（借受申請） 

第５条  借受者は、福井県畜産試験場飼養家畜等借受申請書（別記様式１、以下「申請書」

という。）を畜産試験場長あて提出するものとする。 

 

（貸出決定） 

第６条  畜産試験場長は、申請書の提出があったときは内容を審査し、貸出すことが適当

と認められたときは、速やかに福井県畜産試験場飼養家畜等貸出決定通知書（別記

様式２）を送付するものとする。 



（費用の負担） 

第７条  貸出を受けた家畜等にかかる管理等に要する経費はすべて借受者において負担

するものとする。 

 

（家畜管理者等の設置） 

第８条  借受者は、家畜の適切な健康管理を行うため、家畜の管理責任者を置くものとす

る。 

 

（借受者の義務） 

第９条  借受者は、畜産試験場からの家畜飼養管理等の指示を順守するものとする。 

２ 家畜により人または物品に不測の事態が生じたときは、借受者の責任において処

理するものとする。 

３ 借受者は、家畜を第三者に貸し出してはならない。 

４ 借受者は、申請書に記載してある家畜等飼養管理場所を無断で変更してはなら 

ない。 

 

（事業報告） 

第１０条  借受者は、貸付期間の終了後速やかに、実績報告書（別記様式３）を提出する

ものとする。なお、イベント等での時間単位の貸出については、畜産試験場職員

が付き添うため、実績報告書の提出は不要とする。 

 

（事故処理） 

第１１条  借受者は、借受期間中において家畜等に病気・事故が疑われるときは、速やか

に畜産試験場に報告し、その指示を受けなければならない。 

２  借受者は、家畜等に病気や事故が生じたときは、事故報告書（別記様式４）を

提出し、損害相当を弁償しなければならない。死亡の場合の損害相当は、それぞ

れが協議して決定する。畜産試験場返却後に病気や事故が認められ、その原因が

貸受期間中の飼養管理に起因することが判明した場合も同様とする。 

 

（その他） 

第１２条  借受者は、畜産試験場「なかよしとんがり牧場」の貸出家畜である旨を飼養管

理場所に表示するものとする。 

２  この要領に定める以外の事項については、別途、畜産試験場長と協議するもの

とする。 

 

付 則 

 この要領は、平成２７年２月２日から施行する。 

平成３０年１２月７日改正 

令和 ３年 ４月１日改正 

令和 ６年 ４月１日改正 



（別記様式１） 

福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 福井県畜産試験場長 様 

 

氏名または団体名：             

住所： 

（団体の場合のみ） 

代表者氏名：              

電話番号： 

 

 福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業要領第５条に基づき、下記のとおり申請します。 

 

                    記 

 

 １ 借受の目的 

  （事業等計画書がある場合はそれも添付する。） 

 

２ 借受希望期間 

   令和  年  月  日（ ）から令和  年  月  日（ ）まで 

 

３ 借受家畜および頭数 

   山羊  頭     めん羊   頭 

 

４ 家畜管理実務責任者 

   責任者名： 

   責任者連絡先： 

 

５ 家畜飼養管理場所（別添図示） 

 

６ 具体的な飼養管理方法 

１） 毎日の家畜観察方法 

（特定の個人で行うのか、ローテーション等で行うかなどを記載） 

 

２） 給餌・給水方法 

 

 

 ７ その他参考事項 

  （飼養管理上参考となる事項がある場合は記載する。） 

 



（別記様式２） 

 

畜試第       号 

令和  年  月  日 

 

 

              様 

  

福井県畜産試験場長 

 

 

福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業決定通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあったみだしのことについて、家畜等貸出を下記の

とおり決定したので通知します。 

 

 

                     記 

 

 １ 貸出先名称： 

   

２ 貸出期間 

   令和  年  月  日（ ）から令和  年  月  日（ ）まで 

 

３ 貸出家畜および頭数 

   山羊  頭     めん羊   頭 

 

 ４ 注意事項 

事業完了後は速やかに実績報告書を提出してください。 



（別記様式３） 

 

福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業実績報告書 

 

令和  年  月  日 

 

 福井県畜産試験場長 様 

 

氏名または団体名：            

住所： 

（団体の場合のみ） 

代表者氏名：             

電話番号： 

 

 

 福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業要領第１０条に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

                    記 

 

１ 事業実施内容 

  （計画書に基づいた概要報告） 

 

 

 

 

 

２ 家畜等借受実施後の意見等 



（別記様式４） 

 

福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業事故報告書 

 

令和  年  月  日 

 

 福井県畜産試験場長 様 

 

氏名または団体名：            

住所： 

（団体の場合のみ） 

代表者氏名：             

電話番号： 

 

 

 福井県畜産試験場飼養家畜等貸出事業要領第１１条に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

                    記 

 

１ 事故のあった借受家畜等および頭数 

 

 

 

２ 損害の程度 

 

 

 

３ 事故経過および原因 

 

 

 

４ 獣医師の所見 

  （獣医師の診断を受けた場合） 


